
〔参考:大会参加資格の別途に定める規定〕 

 

１ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、都道府県高等学校体育連盟の

大会に参加を認められた生徒であること。 

 

２ 以下の条件を具備すること。 

（１）大会参加資格を認める条件 

ア 本連盟の活動の目的を理解し、それを尊重すること。 

イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限

ともに高等学校と一致していること。また、連携校の生徒による混成は認めない。 

ウ 各学校にあっては、都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ、全国大会への出場条

件が満たされていること。 

エ 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の指導のもと

に適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切である

こと。 

（２）大会参加に際し守るべき条件 

ア 大会開催基準要項を遵守し、競技種目別大会申し合わせ事項等にしたがうとともに、大会の円滑な

運営に協力すること。 

イ 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害保険に加

入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

ウ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

 

 

     備 考 

   ① 学校教育法第１条  

  学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及

び幼稚園とする。 

   ② 学校教育法第７２条    特別支援学校 

   ③ 学校教育法第１１５条   高等専門学校 

   ④ 学校教育法第１２４条   専修学校 

     ⑤ 学校教育法第１３４条   各種学校 
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